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産休／育児・介護休業の手続き

時期 制度 手続き項目 提出書類や必要な対応等の例 書類取得・提出先

出
産
前
（
産
休
前
）

企業 産前・産後休業
○産前産後休業届
※産前産後休業は届がなくても取得できるので、
必要有無は企業によって異なります

企業

健保・厚年 健保・厚生年金保険料免除 ○健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者
申出書　⇒35頁 日本年金機構

企業 育休・産後パパ育休の申出 ○（出生時）育児休業申出書　⇒47、70頁 企業

企業 育休・産後パパ育休の申出をし
た社員に対する取扱いの通知 ○（出生時）育児休業取扱通知書　⇒52頁 育休・産後パパ育休

を申し出た従業員
企業 通勤定期代金返却 休業期間中の通勤定期代金を企業へ返却 －
企業 住民税 企業から市区町村市民税課へ問い合わせ 市区町村市民税課

－ 生保等の企業払から個人払への
変更（加入者のみ） 本人が各保険企業等へ連絡 各保険会社

出
産
後

企業 出生の届出 ○家族異動届 企業
健保・厚年 健保・厚生年金保険料免除 ○産前産後休業取得者変更（終了）届　⇒35頁 日本年金機構

健保

（例）協会
けんぽ加
入の場合

出産育児一時金請求 ○健康保険出産育児一時金支給申請書
必要手続きは、加入
先や本人の状況によ
って異なりますので、
詳しくは加入健保に
問い合わせ

健保

出産育児一時金内払金支払依頼
※�医療機関等で出産育児一時金
の直接支払制度を利用し、差
額の支給が生じる場合

○健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・
差額申請書

健保 出産手当金請求 ○健康保険出産手当金支給申請書　⇒40頁

育
休
中
・
産
後
パ
パ
育
休
中

健保・厚年 健保・厚生年金保険料免除 ○健康保険 厚生年金保険 育児休業等取得者申
出書　⇒35頁 日本年金機構

雇用保険
育児休業給付金
出生時育児休業給付金
出生後休業支援給付金

○育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休
業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書

ハローワーク
○育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児
休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請
書　⇒131頁

○雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
（育児）　⇒130頁

復
職
時

企業 出勤（復職）の報告 ○出勤届（休暇・欠勤・休職） 企業

健保・厚年 育児休業を予定より早く終了し
た際の届出

○健康保険 厚生年金保険 育児休業等取得者終
了届　⇒35頁

日本年金機構厚生年金 子が３歳になるまでの年金に関
する特例措置の申出

○厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申
出書　⇒37頁

健保・厚年 標準報酬月額の改定の申出（該
当者のみ）

○健康保険 厚生年金保険 育児休業等終了時報
酬月額変更届　⇒36頁

雇用保険 育児時短就業給付金
○育児時短就業給付受給資格確認票・（初回）
育児時短就業給付金支給申請書 ハローワーク
○所定労働時間短縮開始時賃金証明書

家
族
の
介
護

企業 介護休業の申出 ○介護休業申出書　⇒144頁 企業

企業 介護休業の申出をした社員に対
する取扱いの通知 ○介護休業取扱通知書　⇒145頁 介護休業を申し出た

従業員

雇用保険 介護休業給付金
○介護休業給付金支給申請書　⇒178頁

ハローワーク○雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
（介護）　⇒180頁

●日本年金機構やハローワークの書類取得はWEBページより行うことができます。
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産休／育児・介護休業の手続き
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○母性健康管理（妊娠中及び産後１年を経過しない女性が対象です）
①保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保
　事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な
時間を確保することができるようにしなければなりません。

②指導事項を守ることができるようにするための措置
　妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、
その女性労働者が、受けた指導事項を守ることができるようにするために、事業主は、勤
務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。

③母性健康管理指導事項連絡カード
　医師等から受けた指導事項の内容を事業主に的確に伝えるための連絡カードです。

本文Ⅰ⑴２. ２参照

本文Ⅰ⑴２. ３参照

本文Ⅰ⑴２. ４参照

○育児休業制度
　1 歳に満たない子を養育する男女労働者（有期雇用労働者を含む）は、育児・介護休業
法に基づく育児休業を取得できます。

○産後パパ育休制度（出生時育児休業制度）
　育児休業とは別に、原則として出生後８週間のうち４週間まで、２回に分割して休業す
ることができます。

本文Ⅱ⑴ 参照

本文Ⅱ⑴５. 参照

○産前休業
　６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産する予定の女性が請求した場合、その
者を就業させることはできません。出産日当日は産前休業に含まれます。

本文Ⅰ⑴１. 参照

○産後休業
　出産日の翌日から８週間を経過しない女性を就業させることはできません。
　ただし、６週間経過後は本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせること
は差し支えありません。

本文Ⅰ⑴１. 参照

○労働基準法における母性保護規定
　妊娠中及び産後１年を経過しない女性等が対象です。

本文Ⅰ⑴１. ２参照

妊
　娠
　中

出
産

出
　産
　後

働く女性の妊娠・出産前後に事業主が講ずる措置
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育児・介護休業法
（法令により求められる制度）の概要

育児関係 介護関係
育児休業 産後パパ育休（出生時育児休業） 介護休業

休
業
制
度

休業の定義 ○�労働者が原則として１歳に満たない子を養育
するためにする休業

○�産後休業をしていない労働者が
原則として出生後８週間以内の子
を養育するためにする休業

○�労働者が要介護状態（負
傷、疾病又は身体上若し
くは精神上の障害により、
２週間以上の期間にわた
り常時介護を必要とする
状態）にある対象家族を
介護するためにする休業

対象労働者 ○労働者（日々雇用を除く）
○�有期雇用労働者は、申出時点において、次
の要件を満たすことが必要

　・�子が１歳６か月（２歳までの休業の場合は２
歳）に達する日までに労働契約（更新され
る場合には、更新後の契約）の期間が満了
し、更新されないことが明らかでないこと

○労使協定で対象外にできる労働者
　・�雇用された期間が１年未満の労働者
　・�１年（１歳以降の休業の場合は、６か月）
以内に雇用関係が終了する労働者

　・�週の所定労働日数が２日以下の労働者

○�産後休業をしていない労働者
（日々雇用を除く）
○�有期雇用労働者は、申出時点に
おいて、次の要件を満たすことが
必要

　・�子の出生日又は出産予定日のい
ずれか遅い方から起算して８週
間を経過する日の翌日から６か
月を経過する日までに労働契約
（更新される場合には、更新後
の契約）の期間が満了し、更新さ
れないことが明らかでないこと

○�労使協定で対象外にできる労働
者

　・�雇用された期間が１年未満の労
働者

　・�８週間以内に雇用関係が終了す
る労働者

　・�週の所定労働日数が２日以下の
労働者

○�労働者（日々雇用を除く）
○�有期雇用労働者は、申出
時点において、次の要件
を満たすことが必要
　・�介護休業取得予定日か
ら起算して93日経過す
る日から６か月を経過す
る日までに労働契約（更
新される場合には、更
新後の契約）の期間が満
了し、更新されないこ
とが明らかでないこと

○�労使協定で対象外にでき
る労働者
　・�雇用された期間が１年
未満の労働者

　・�93日以内に雇用関係
が終了する労働者

　・�週の所定労働日数が２
日以下の労働者

対象となる
家族の範囲

○子 ○子 ○�配偶者（事実婚を含む。
以下同じ）

　�父母、子、配偶者の父母
　�祖父母、兄弟姉妹及び孫

回数 ○�子１人につき、原則２回
○�以下の事情が生じた場合には、再度の育児
休業取得が可能

　①�新たな産前・産後休業、産後パパ育休、
育児休業又は介護休業の開始により育児
休業が終了した場合で当該休業に係る子
又は家族が死亡等した場合

　②�配偶者が死亡した場合又は負傷、疾病、
障害により子の養育が困難となった場合

　③�離婚等により配偶者が子と同居しないこと
となった場合

　④�子が負傷、疾病、障害により２週間以上に
わたり世話を必要とする場合

　⑤�保育所等入所を希望しているが、入所で
きない場合

○�子が１歳以降の休業については、子が１歳ま
での育児休業とは別に１回ずつ取得可能
○�１歳以降の休業について上記①の事情が生じ
た場合に限り、１歳６か月又は２歳までの育児
休業も再度の取得が可能

○�子１人につき、２回（２回に分割す
る場合はまとめて申出）

○��対象家族１人につき、３
回

期間 ○�原則として子が１歳に達するまでの連続した
期間

○�ただし、配偶者が育児休業をしているなどの
場合は、子が１歳２か月に達するまで出産日
以降の産前・産後休業期間、育児休業期間、
産後パパ育休期間を合計して１年間以内の休
業が可能

○�原則として子の出生後８週間以内
の期間内で通算４週間（28日）ま
で

○�対象家族１人につき通算
93日まで
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育児関係 介護関係

小学校就学の始
期に達するまで
の子を養育又は
家族を介護する
労働者に関する
措置

○�小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働
者に関して、育児休業に関する制度、所定労働時間
の短縮措置（※R7.9.30まで）又はフレックスタイム
制等の措置（※R7.10.1から３歳未満の子まで）に準
じて、必要な措置を講ずる努力義務
※�R7.4.1から、育児のための所定外労働の制限が努
力義務事項から義務事項に変更

○�３歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを
選択できるように措置を講ずる努力義務（R7.4.1から）
○�小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働
者に関して、配偶者出産休暇等の育児に関する目的
で利用できる休暇制度を講ずる努力義務

○�家族を介護する労働者に関して、介護休業制度又は
所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を
必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講
ずる努力義務

○�要介護状態にある対象家族を介護する労働者がテレ
ワークを選択できるように措置を講ずる努力義務

　（R7.4.1から）

柔軟な働き方を
実現するための
措置
(R7.10.1から)

○�３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育
する労働者に関して、以下①～⑤から２つ以上の措
置を選択して講ずる義務
①�始業時刻等の変更の措置
②�テレワーク等の措置（10日以上/月）
③�育児のための所定労働時間の短縮措置
④�就業しつつ子を養育することを容易にするための
休暇（養育両立支援休暇）の付与（10日以上/年）

⑤�保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供
与

○�労働者は、事業主が講じた措置の中から１つを選択
して利用することが可能

○�事業主が講ずる措置を選択する際、過半数労働組合
等からの意見聴取の機会を設ける義務

―

柔軟な働き方を
実現するための
措置の個別周知
(R7.10.1から)

○�労働者の子が３歳になるまでの適切な時期に、柔軟
な働き方を実現するための措置として選択した制度
（対象措置）に関する以下の①～③を個別に周知し、
制度利用の意向を確認する義務
①�対象措置
②�対象措置の申出先
③�所定外労働の制限（残業免除）、時間外労働の制限、
深夜業の制限に関する制度

―

育児・介護休業
等の個別周知

○�本人又は配偶者の妊娠・出産等を労働者が申し出た
場合に、事業主は当該労働者に対して、以下の事項
を個別に周知し、取得意向を確認する義務
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申出先
③育児休業給付、出生後休業支援給付に関すること
④休業期間中の社会保険料の取扱い
※�R7.4.1から、③に出生後休業支援給付に関するこ
とが追加

○�介護に直面した旨を労働者が申し出た場合に、事業
主は当該労働者に対して以下の事項を個別に周知し、
取得意向を確認する義務（R7.4.1から）
①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先
③介護休業給付金に関すること

○�事業主は、育児休業（産後パパ育休含む）、介護休業中の待遇に関する事項、休業後の賃金、配置その他の労働
条件に関する事項等について就業規則等にあらかじめ定め、周知する努力義務（全従業員への周知、個別周知）

○�事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合や、労働者が介護していることを知った
場合に、当該労働者に対し、個別に関連制度（育児休業制度等の周知義務の事項以外） を周知する努力義務

個別の意向聴
取・配慮
(R7.10.1から)

○�労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た
時と、労働者の子が３歳になるまでの適切な時期に、
子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関す
る以下の事項について労働者の意向を個別に聴取し、
その意向について配慮する義務
①始業及び終業の時刻
②就業の場所
③両立支援制度等の利用期間
④仕事と育児の両立に資する就業に関する条件

―
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法改正（育児・介護休業法等）のポイント

11

改正後の働き方・休み方のイメージ（例）

1　出生時育児休業（産後パパ育休）を創設
◎男性の休業の取得をより進めるため、男性の取得ニーズの高い「子の出生直後の時期」につ
いて、出生時育児休業（通称「産後パパ育休」）が創設されました。
◎子の出生後８週間以内に４週間まで、育児休業とは別に取得できます。

2　育児休業の分割取得が可能に
◎産後パパ育休とは別に、１歳までの育児休業は分割して２回取得可能になりました。
◎１歳以降の育児休業の開始日が柔軟化され、１歳以降の育児休業期間の途中でも夫婦で交
替することが可能になりました。

第１　施行期日：令和４（2022）年10月１日

令和４年10月１日～

父

夫婦が育休を交替できる
回数が増える

１歳 １歳半 ２歳出生

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交替できる

保育所に入所できない等の場合

育休 育 休

育 休

育 休

育 休

産 休

休 育 休

母 育 休

休

例１

例２

出生後８週

出生後８週

父

１歳 １歳半 ２歳出生

保育所に入所できない等の場合

育 休 育 休

育 休 育 休産 休

休 育 休

母

育 休休

育 休

＋ さらに
もう１回

出生時
退院時等

妻の職場復帰等の
タイミング

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交替できる＋さらに

もう１回
出生時
退院時等

産後パパ育休
▶新設（分割して2回取得可能）

１歳以降の育児休業
▶途中交替可能

育児休業
▶夫婦ともに分割して２回取得可能

ピンク色の矢印が、この改正で新たにできるようになることです

法改正（育児・介護休業法等）のポイント
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１　子の看護休暇を利用できる範囲が拡大
◎対象範囲が「小学校３年生修了まで」に拡大され、取得事由に「学級閉鎖等」「入園（入
学）式、卒園式」が追加されました。
◎「継続雇用期間６か月未満」の労働者でも取得可能になりました。
◎１年に５日（子が２人以上の場合は10日）まで、子の世話等のために取得可能（時間単
位の取得も可）です。

２　所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大
◎対象範囲が「小学校就学前までの子を養育する労働者」に拡大されました。
◎労働者が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えた
労働（残業）をさせてはいけません。

第３　施行期日：令和７（2025）年４月１日

改正内容 改正前 改正後（令7.4.1～）

対象範囲 小学校就学の始期に達するまで 小学校３年生修了まで 拡大

取得事由
①病気・けが
②予防接種・健康診断

①②に加えて、
③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園（入学）式、卒園式

拡大

労使協定による
除外対象

＜除外できる労働者＞
①週の所定労働日数が２日以下
②継続雇用期間６か月未満

＜除外できる労働者＞
①週の所定労働日数が２日以下
※②を撤廃

変更

名称 子の看護休暇 子の看護等休暇 変更

改正内容 改正前 改正後（令7.4.1～）

対象範囲 ３歳未満の子を養育する労働者※ 小学校就学前までの子を養育する
労働者※ 拡大

※�労使協定で締結している場合、「入社１年未満」「１週間の所定労働日数が２日以下」の労働者を対象外とすることができます。
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仕事と育児の両立に関する個別の聴取内容

３　両立に関する事項についての個別の意向聴取・配慮
◎事業主は、労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た時や、労働者の子が３歳
になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する下表
の事項について、労働者の意向を個別に聴取し、聴取した意向について配慮しなければ
なりません（就業条件に関する個別の意向を確認するために行うもの）。

意向聴取の時期
①本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者
②子が３歳の誕生日の１か月前までの１年間（１歳11か月に達した日の翌々日から２歳
11か月に達する日の翌日まで）である労働者

聴取内容

①勤務時間帯（始業及び終業の時刻）
②勤務地（就業の場所）
③両立支援制度等の利用期間
④その他仕事と育児の両立の支障となる事情の改善に資する就業の条件

意向聴取の方法 ⑴面談　⑵書面交付　⑶FAX　⑷電子メール等のいずれか
　注：⑴はオンライン面談も可能。⑶⑷は労働者が希望した場合のみ

出生
▼

２歳11か月
▼

１歳11か月
▼

３歳
▼

就学
▼

「柔軟な働き方を実現するための措置」の
個別周知・意向確認

➡２

個別の意向聴取と配慮
➡３（意向聴取の時期②）

「育児休業制度」の
個別周知・意向確認

労働者からの
妊娠・出産等の申出時

３歳になるまでの
適切な時期

個別の意向聴取と配慮
➡３（意向聴取の時期①）

+ + ：現行の措置義務

：追加

改正後の個別周知等の義務
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⑴産前・産後休業は、労働基準法にもとづき、母
性保護の観点から設けられている休業です。

⑵６週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産
する予定の女性、また、産後８週間※を経過し
ない女性が、産前・産後休業の対象となります。

⑶「出産」とは、妊娠４か月以上の分娩をいい、
「生産」だけでなく「死産」や「流産」も含ま

れます。
⑷産前・産後休業の規定は、正規労働者や有期雇

用労働者など、働き方の違いに関係なく、すべ
ての女性労働者が対象です。
※　６週間を経過した後は、労働者本人が請求し、医師が

支障ないと認めた場合は６週間。

⑴女性労働者は、請求すれば出産予定日の６週間
前（多胎妊娠の場合は14週間前）から休業（産
前休業）することができます。

⑵産前休業は、当該女性労働者が請求した場合に
就業させてはならない期間です※１。

⑶また、女性労働者は、出産日の翌日から８週間
は、就業することができません（産後休業）※２。

⑷産後休業は、６週間は強制的な休業ですが、６
週間を経過した後は、労働者本人が請求し、医
師が支障ないと認めた業務に就かせることは差
し支えありません。

⑸出産日は産前休業に含まれます。
※１　労働基準法第65条第１項。
※２　労働基準法第65条第２項。

１ 産前・産後休業
産前・産後休業とは何ですか。対象はだれですか？Q1

産前・産後休業の期間はいつからいつまでですか？Q2

⃝６週間以内に出産する予定の女性や、出産の翌日から８週間を経過しない女性を就業させる
ことは、原則としてできません。

⃝妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。

１. 母性保護規定

⑴産前休業開始日から出産日当日までは産前休業 の扱いです。よって、出産予定日と実際の出産

出産予定日と実際の出産日が異なった場合、産前・産後休業の期
間はどうなりますか？Q3
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１. 母性保護規定
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⑴妊娠していることがわかったら、労働者は、出
産予定日や休業の予定を会社へ申し出ます。

⑵会社の就業規則に記載されていない場合でも、
労働者は産前・産後休業の制度を利用できます。

⑶労働者が、本人又は配偶者の妊娠・出産を申し
出た場合、会社は育児休業制度等について個別
に周知し、取得意向を確認しなければなりませ
ん。また、労働者の意向を個別に聴取し、聴取

した意向について配慮しなければなりません※。
⑷出産予定日が判明したら、早期に申し出るよう

に、会社は日頃から労働者に周知しておくこと
が必要です。また、妊娠したことを職場で言い
出しやすい環境を日頃から作っておくことも望
ましいと考えられます。
※　育児・介護休業法第21条。

日が異なった場合、産前休業期間は次のように
なります。
①出産予定日より出産日が早い場合、産前休業

期間はその分短くなります。
②出産予定日より出産日が遅れた場合、産前休

業期間はその分長くなります。
⑵産後休業は、実際の出産日の翌日から開始しま

す。よって、出産予定日と実際の出産日が異な
った場合も産後休業期間（原則８週間）は変わ
りません。

⑶なお、出産手当金については、出産が予定日よ
り遅れた場合、その遅れた期間についても支給
されます（⇒39頁２. 「Q３」参照）。

産前・産後休業を取る際、労働者は手続きが必要ですか？Q4

妊娠が分かったら

・出産予定日や休業の予定を、早めに会社に申
し出ましょう（配偶者が妊娠した男性も）。

・お住いの市区町村の窓口にできるだけ早く妊
娠の届出を行いましょう。

・市区町村の窓口では母子健康手帳の交付とと
もに、妊婦健診を公費の補助で受けられる受
診券や、保健師等による相談、母親学級・両
親学級の紹介、各種の情報提供などを受ける
ことができます。

・妊娠中は、普段より一層健康に気をつけなけ
ればなりません。あなた自身の安心・安全や
お腹の中の赤ちゃんの健康のため、必ず妊婦
健康診査等を受けましょう。

・健康診査等を受けるための時間が必要な場合

は、会社に申請しましょう（有給か無給かは
会社の規定によります）。

医師等の指導を受けたら

・妊婦健康診査等では、体調が優れなかった
り、勤務する上で不安に思うことなどがあれ
ば、遠慮なく医師等に申し出ましょう。

・医師等から、妊娠中の通勤緩和、休憩時間の
延長、つわりやむくみなどの症状に対応して
勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指
導を受けた場合には、会社に申し出て措置を
講じてもらいましょう。

・指導事項を会社にきちんと伝えることができ
るよう、医師等に「母性健康管理指導事項連
絡カード（母健連絡カード）」に記入しても
らうことができます。

労働者の方へ
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■出産・育児関係の届出スケジュール（例） 出産予定日・出産日………………………………❷令和 7 年 5 月23日
子が１歳に達する日（１歳誕生日の前日）……❻令和 8 年 5 月22日
子が１歳２か月に達する日………………………❼令和 8 年 7 月22日
子が１歳６か月に達する日………………………❽令和 8 年11月22日
子が３歳に達する日（３歳誕生日の前日）……❾令和10年 5 月22日

※１　出産日は産前休業の扱い
※２　出産日が出産予定日より遅れた場合は、出産日当日までが産前休業の扱い
※３　雇用保険の育児休業終了日は、１歳誕生日の前々日（１歳に満たない子）
※４　社会保険の育児休業終了日は、１歳誕生日の前日（１歳に達するまで。「年齢

計算に関する法律」により、１歳に達する日は１歳誕生日の前日）

❺令和８年5月21日
雇用保険・

育児休業給付終了日

❹令和７年7月19日
雇用保険・社会保険
育児休業開始日

❸令和７年7月18日

産後休業終了日

❷令和７年5月23日

出産予定日・出産日
※１ ※２

❶令和７年4月12日

産前休業開始日

❻令和８年5月22日
社会保険・
育児休業終了日

❼令和８年7月22日
パパ・ママ育休プラス
育児休業終了日

❽令和８年11月22日
一定要件による延長
育児休業終了日

❾令和10年5月22日
社会保険料・年金額
計算の特例終了日

出産（予定）日以前
42日 出産日後56日 産後休業

終了日の翌日
１歳誕生日の
前々日 ※３

１歳誕生日の
前日 ※４

１歳２か月に
達する日

１歳６か月に
達する日

３歳誕生日の
前日

R7/5

R7/4/12

R7/5/24

R8/8

R7/4 R7/7

R7/6 R8/4 R8/6 R8/10

R10/4

R10/4

R10/4

R8/11/21R8/7/21R8/5/21

R7/7/18

R9/5/23

②出産手当金の支給
　（健康保険）

①産前産後休業期間中の
　社会保険料の免除
　（健康保険・厚生年金保険）

⑥育児休業等期間中の
　社会保険料の免除
　（健康保険・厚生年金保険）

⑤育児休業給付金の支給
　（雇用保険）

③出産育児一時金の支給
　（健康保険）

④３歳未満の子を養育する期間
　についての年金額計算の特例
　（厚生年金保険）

⑦産前産後休業終了後・
　育児休業終了後の
　社会保険料の特例
　（健康保険・厚生年金保険）

項目（法律） 例示上の対象期間（最長） 提出期限

① 産前産後休業期間中の社会
保険料の免除

（健康保険・厚生年金保険）

令和７年４月（産前休業開始月）～
令和７年６月（産後休業終了日の翌
日の月の前月）

産前産後休業中

② 出産手当金の支給
（健康保険）

令和７年４月12日（❶） ～ 令和７
年７月18日（❸）

産前産後休業開始日の翌日から２年
以内

③ 出産育児一時金の支給
（健康保険）

令和７年５月24日（❷の翌日）～ 
令和９年５月23日

出産日の翌日から２年以内

④ ３歳未満の子を養育する期
間についての年金額計算の
特例（厚生年金保険）

令和７年５月（養育開始月）～令和
10年４月（３歳到達日の翌日の月の
前月）

申出が遅れた場合、遡及するのは申
出を行った月の前月までの２年間

⑤ 育児休業給付金の支給
（雇用保険）

令和７年７月19日（❹）～令和８年
５月21日（❺）もしくは７月21日

（❼の前日）または11月21日（❽
の前日）

＜受給資格確認手続のみ行う場合＞
初回の支給申請を行う日まで

＜初回の申請も同時に行う場合＞
育児休業開始日から４か月を経過
する日の属する月の末日まで
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出産（予定）日 産前休業開始日 育休開始日 出産（予定）日 産前休業開始日 育休開始日 出産（予定）日 産前休業開始日 育休開始日
１月１日 11月21日 ２月27日 ２月１日 12月22日 ３月30日 ３月１日 １月19日 ４月27日
１月２日 11月22日 ２月28日 ２月２日 12月23日 ３月31日 ３月２日 １月20日 ４月28日
１月３日 11月23日 ３月１日 ２月３日 12月24日 ４月１日 ３月３日 １月21日 ４月29日
１月４日 11月24日 ３月２日 ２月４日 12月25日 ４月２日 ３月４日 １月22日 ４月30日
１月５日 11月25日 ３月３日 ２月５日 12月26日 ４月３日 ３月５日 １月23日 ５月１日
１月６日 11月26日 ３月４日 ２月６日 12月27日 ４月４日 ３月６日 １月24日 ５月２日
１月７日 11月27日 ３月５日 ２月７日 12月28日 ４月５日 ３月７日 １月25日 ５月３日
１月８日 11月28日 ３月６日 ２月８日 12月29日 ４月６日 ３月８日 １月26日 ５月４日
１月９日 11月29日 ３月７日 ２月９日 12月30日 ４月７日 ３月９日 １月27日 ５月５日
１月10日 11月30日 ３月８日 ２月10日 12月31日 ４月８日 ３月10日 １月28日 ５月６日
１月11日 12月１日 ３月９日 ２月11日 １月１日 ４月９日 ３月11日 １月29日 ５月７日
１月12日 12月２日 ３月10日 ２月12日 １月２日 ４月10日 ３月12日 １月30日 ５月８日
１月13日 12月３日 ３月11日 ２月13日 １月３日 ４月11日 ３月13日 １月31日 ５月９日
１月14日 12月４日 ３月12日 ２月14日 １月４日 ４月12日 ３月14日 ２月１日 ５月10日
１月15日 12月５日 ３月13日 ２月15日 １月５日 ４月13日 ３月15日 ２月２日 ５月11日
１月16日 12月６日 ３月14日 ２月16日 １月６日 ４月14日 ３月16日 ２月３日 ５月12日
１月17日 12月７日 ３月15日 ２月17日 １月７日 ４月15日 ３月17日 ２月４日 ５月13日
１月18日 12月８日 ３月16日 ２月18日 １月８日 ４月16日 ３月18日 ２月５日 ５月14日
１月19日 12月９日 ３月17日 ２月19日 １月９日 ４月17日 ３月19日 ２月６日 ５月15日
１月20日 12月10日 ３月18日 ２月20日 １月10日 ４月18日 ３月20日 ２月７日 ５月16日
１月21日 12月11日 ３月19日 ２月21日 １月11日 ４月19日 ３月21日 ２月８日 ５月17日
１月22日 12月12日 ３月20日 ２月22日 １月12日 ４月20日 ３月22日 ２月９日 ５月18日
１月23日 12月13日 ３月21日 ２月23日 １月13日 ４月21日 ３月23日 ２月10日 ５月19日
１月24日 12月14日 ３月22日 ２月24日 １月14日 ４月22日 ３月24日 ２月11日 ５月20日
１月25日 12月15日 ３月23日 ２月25日 １月15日 ４月23日 ３月25日 ２月12日 ５月21日
１月26日 12月16日 ３月24日 ２月26日 １月16日 ４月24日 ３月26日 ２月13日 ５月22日
１月27日 12月17日 ３月25日 ２月27日 １月17日 ４月25日 ３月27日 ２月14日 ５月23日
１月28日 12月18日 ３月26日 ２月28日 １月18日 ４月26日 ３月28日 ２月15日 ５月24日
１月29日 12月19日 ３月27日 ２月29日 １月19日 ４月26日 ３月29日 ２月16日 ５月25日
１月30日 12月20日 ３月28日 ３月30日 ２月17日 ５月26日
１月31日 12月21日 ３月29日 ３月31日 ２月18日 ５月27日

出産（予定）日 産前休業開始日 育休開始日 出産（予定）日 産前休業開始日 育休開始日 出産（予定）日 産前休業開始日 育休開始日
４月１日 ２月19日 ５月28日 ５月１日 ３月21日 ６月27日 ６月１日 ４月21日 ７月28日
４月２日 ２月20日 ５月29日 ５月２日 ３月22日 ６月28日 ６月２日 ４月22日 ７月29日
４月３日 ２月21日 ５月30日 ５月３日 ３月23日 ６月29日 ６月３日 ４月23日 ７月30日
４月４日 ２月22日 ５月31日 ５月４日 ３月24日 ６月30日 ６月４日 ４月24日 ７月31日
４月５日 ２月23日 ６月１日 ５月５日 ３月25日 ７月１日 ６月５日 ４月25日 ８月１日
４月６日 ２月24日 ６月２日 ５月６日 ３月26日 ７月２日 ６月６日 ４月26日 ８月２日
４月７日 ２月25日 ６月３日 ５月７日 ３月27日 ７月３日 ６月７日 ４月27日 ８月３日
４月８日 ２月26日 ６月４日 ５月８日 ３月28日 ７月４日 ６月８日 ４月28日 ８月４日
４月９日 ２月27日 ６月５日 ５月９日 ３月29日 ７月５日 ６月９日 ４月29日 ８月５日
４月10日 ２月28日 ６月６日 ５月10日 ３月30日 ７月６日 ６月10日 ４月30日 ８月６日
４月11日 ３月１日 ６月７日 ５月11日 ３月31日 ７月７日 ６月11日 ５月１日 ８月７日
４月12日 ３月２日 ６月８日 ５月12日 ４月１日 ７月８日 ６月12日 ５月２日 ８月８日
４月13日 ３月３日 ６月９日 ５月13日 ４月２日 ７月９日 ６月13日 ５月３日 ８月９日
４月14日 ３月４日 ６月10日 ５月14日 ４月３日 ７月10日 ６月14日 ５月４日 ８月10日
４月15日 ３月５日 ６月11日 ５月15日 ４月４日 ７月11日 ６月15日 ５月５日 ８月11日
４月16日 ３月６日 ６月12日 ５月16日 ４月５日 ７月12日 ６月16日 ５月６日 ８月12日
４月17日 ３月７日 ６月13日 ５月17日 ４月６日 ７月13日 ６月17日 ５月７日 ８月13日
４月18日 ３月８日 ６月14日 ５月18日 ４月７日 ７月14日 ６月18日 ５月８日 ８月14日
４月19日 ３月９日 ６月15日 ５月19日 ４月８日 ７月15日 ６月19日 ５月９日 ８月15日
４月20日 ３月10日 ６月16日 ５月20日 ４月９日 ７月16日 ６月20日 ５月10日 ８月16日
４月21日 ３月11日 ６月17日 ５月21日 ４月10日 ７月17日 ６月21日 ５月11日 ８月17日
４月22日 ３月12日 ６月18日 ５月22日 ４月11日 ７月18日 ６月22日 ５月12日 ８月18日
４月23日 ３月13日 ６月19日 ５月23日 ４月12日 ７月19日 ６月23日 ５月13日 ８月19日
４月24日 ３月14日 ６月20日 ５月24日 ４月13日 ７月20日 ６月24日 ５月14日 ８月20日
４月25日 ３月15日 ６月21日 ５月25日 ４月14日 ７月21日 ６月25日 ５月15日 ８月21日
４月26日 ３月16日 ６月22日 ５月26日 ４月15日 ７月22日 ６月26日 ５月16日 ８月22日
４月27日 ３月17日 ６月23日 ５月27日 ４月16日 ７月23日 ６月27日 ５月17日 ８月23日
４月28日 ３月18日 ６月24日 ５月28日 ４月17日 ７月24日 ６月28日 ５月18日 ８月24日
４月29日 ３月19日 ６月25日 ５月29日 ４月18日 ７月25日 ６月29日 ５月19日 ８月25日
４月30日 ３月20日 ６月26日 ５月30日 ４月19日 ７月26日 ６月30日 ５月20日 ８月26日

５月31日 ４月20日 ７月27日

■産前休業・育児休業開始日早見表 ●うるう年は１日ずれることに注意してください
　  この期間の産前休業開始日は１日遅らせる
　  この期間の育児休業開始日は１日早める
●令和10（2028）年はうるう年です
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⑴保険料算定に用いる「標準報酬月額」は、次の
ように定められます。
①毎年４月～６月の報酬で決定し９月から適用
（定時決定）

②報酬が大きく変動し、３か月平均で標準報酬
月額の等級に２等級以上の差が出た場合は、
届出により４か月目に改定（随時改定）

⑵産前産後休業・育児休業後の標準報酬月額は、

一般に休業前の報酬額により決められていま
す。このため、休業終了後に育児等を理由に報
酬額が低下（変動）した場合、実際の報酬額と
かけ離れた額になることがあります。

⑶低下した報酬額に対応した標準報酬月額とする
ため、休業後に子を養育する被保険者が、事業
主を経由して保険者に申出をした場合は、「１
等級差」でも標準報酬月額が改定されます。

⑴被保険者が事業主を経由して、休業終了日の翌
日の月以後の３か月間に受けた報酬を、「産前
産後休業終了時報酬月額変更届」「育児休業等
終了時報酬月額変更届」で年金事務所（事務セ

ンター）に届け出ます。
⑵３か月間に受けた報酬額の平均により標準報酬

が改定され、４か月目から適用されて、休業後
の報酬に応じた保険料となります。

２ 産休・育休期間終了後の社会保険料の特例
休業終了後の保険料はどのように取り扱われますか？Q3

標準報酬改定の手続はどのようにしますか？Q4

■産前産後休業終了時報酬月額変更届

日本年金機構理事長あて

○ 産前産後休業終了時報酬月額変更届とは
産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者は、一定の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、産前産後休業

終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。

ただし、産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業等を開始した場合は、この申出はできません。

○ 変更後の標準報酬月額が以前より下がった方へ
3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る

場合、「養育期間の従前標準報酬月額みなし措置」 という制度をご利用いただけます。この申出をいただきますと、将来の年金額の計算時には養育期

間以前の従前標準報酬月額を用いることができますので、『産前産後休業終了時報酬月額変更届』とあわせて、『養育期間標準報酬月額特例申出書』

を提出してください。

月 日

令和 年 月 日提出

 健  康  保   険 
産前産後休業終了時報酬月額変更届 厚生年金保険

 厚生年金保険  70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届

―

 届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。

( )

日

住所

氏名

 産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定について申出します。
 (健康保険法施行規則第38条の３及び厚生年金保険法施行規則第10条の２）

社会保険労務士記載欄　

       氏　　　名　　　等

電話 (

令和 年

)

 ※必ず□に✔を付してください。

 1. 70歳以上被用者 2. 二以上勤務被保険者 3. 短時間労働者 4. パート 5. その他 (   )

月

5.昭和
7.平成
9.令和

年

月年 月 日

9.令和 9.令和

日年

 支給月  給与計算の

円

円

円日

円月 日 円 円

円

厚

千円 千円
月 月 円

 1. 昇給　　2.　降給

円月 円

日 当月
翌月

日

月

締切日 支払日

年

健

円

該当する場合はチェックしてください
※ 産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて、

         開始していません育児休業等を開始していませんか。  育児休業等を開始した場合は、この申出はできません。

（特定適用事業所等)

月 日 円 円

（氏） （名）

（氏） （名）

○ 産前産後休休休休休休休休休休業終了時報酬月額変更届とは
産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者は、一定の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、産前産後休業産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者は、一定の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、産前産後休業

終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。

ただし、産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業等を開始した場合は、この申出はできません。ただし、産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業等を開始した場合は、この申出はできません。

○ 変更後の標標標標標標標標準報酬月額が以前より下がった方へ
3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る

場合、「養育期間の従前標準報酬月額みなし措置」 という制度をご利用いただけます。この申出をいただきますと、将来の年金額の計算時には養育期場合、「養育期間の従前標準報酬月額みなし措置」 という制度をご利用いただけます。この申出をいただきますと、将来の年金額の計算時には養育期

間以前の従前標準報酬月額を用いることができますので、『産前産後休業終了時報酬月額変更届』とあわせて、『養育期間標準報酬月額特例申出書』間以前の従前標準報酬月額を用いることができますので、『産前産後休業終了時報酬月額変更届』とあわせて、『養育期間標準報酬月額特例申出書』

を提出してください。を提出してください。

様式コード

2 2 32

 産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定について申出します。
 (健康保険法施行規則第38条の３及び厚生年金保険法施行規則第10条の２）

         開始していません

（フリガナ）

（フリガナ）

基礎日

0 0 シイウ

135

7 8 28

0001
東京都江東区東雲東７–８–９

東雲陸運株式会社

代表取締役　古市　達夫
03 5678 9123

7 8 28

東京都江戸川区江戸川北６–７–８
宮沢　幸江 03 7890 4321

6

6 0

7

8

190 190

0

0

0

30

31

7 9

20 25

0

183,000

183,000

0

183,000

3 6 6 0 0 0

1 8 3 0 0 0

183,000

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

0 9 0 6 1 0

0 7 0 4 2 6 0 7 0 6 2 1

宮沢
ミヤザワ

幸江
ユキ エ

宮沢
ミヤザワ

咲
サキ

✓

■育児休業等終了時報酬月額変更届

日本年金機構理事長あて

        

○ 育児休業等終了時報酬月額変更届とは
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」 による満3歳未満の子を養育するための育児休業等 （育児休業及び

育児休業に準ずる休業）終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、一定の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日

の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。

ただし、育児休業等を終了した日の翌日に引き続いて産前産後休業を開始した場合は、この申出はできません。

○ 変更後の標準報酬月額が以前より下がった方へ
3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る

場合、「養育期間の従前標準報酬月額みなし措置」 という制度をご利用いただけます。この申出をいただきますと、将来の年金額の計算時には養育期

間以前の従前標準報酬月額を用いることができますので、『育児休業等終了時報酬月額変更届』とあわせて、『養育期間標準報酬月額特例申出書』 を

提出してください。

氏名

   1.　70歳以上被用者　　　　2.　二以上勤務被保険者　　　3.　短時間労働者　　　4.　パート　　　　　　5.　その他 (                   )
                                                                                (特定適用事業所等)

月 円 円

育児休業等を終了した日の翌日に引き続いて、

産前産後休業を開始していませんか。

該当する場合はチェックしてください

       開始していません

厚

締切日 支払日

千円

日 日

月

健

日

   厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届

 給与計算の

 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届

日 円

円日

円日

※　育児休業等を終了した日の翌日に引き続いて　　

    産前産後休業を開始した場合は、この申出はできません。

電話 )

令和 年

円

円

(

円

円 円

円

年 月 日

 支給月

月

   厚生年金保険

       氏　　　名　　　等

     育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定について申出します。
     (健康保険法施行規則第38条の2及び厚生年金保険法施行規則第10条）

住所

社会保険労務士記載欄　

令和 年 月 日提出

月

 届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。

)

   健  康  保   険           

月

年

7.平成
9.令和

5.昭和

     ※必ず□に✔を付してください。

(

日

日

―

月

年

月

当月
翌月

7.平成

9.令和

  9.

令和

 1.　昇給　　2.　降給

月
千円 月

年

円

円

2 2 2 2

様式コード

（氏） （名）

（氏） （名）

○ 育児休業等等等等等等等等等等等等終了時報酬月額変更届とは
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」 による満3歳未満の子を養育するための育児休業等 （育児休業及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」 による満3歳未満の子を養育するための育児休業等 （育児休業及び

育児休業に準ずる休業）終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、一定の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日育児休業に準ずる休業）終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、一定の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日

の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。

ただし、育児休業等を終了した日の翌日に引き続いて産前産後休業を開始した場合は、この申出はできません。ただし、育児休業等を終了した日の翌日に引き続いて産前産後休業を開始した場合は、この申出はできません。

○ 変更後の標標標標標標標標準報酬月額が以前より下がった方へ
3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る

場合、「養育期間の従前標準報酬月額みなし措置」 という制度をご利用いただけます。この申出をいただきますと、将来の年金額の計算時には養育期場合、「養育期間の従前標準報酬月額みなし措置」 という制度をご利用いただけます。この申出をいただきますと、将来の年金額の計算時には養育期

間以前の従前標準報酬月額を用いることができますので、『育児休業等終了時報酬月額変更届』とあわせて、『養育期間標準報酬月額特例申出書』 を間以前の従前標準報酬月額を用いることができますので、『育児休業等終了時報酬月額変更届』とあわせて、『養育期間標準報酬月額特例申出書』 を

提出してください。提出してください。

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

       開始していません

     育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定について申出します。
     (健康保険法施行規則第38条の2及び厚生年金保険法施行規則第10条）

基礎日数

114

7 10 3

0001
東京都北区赤羽東３–４–５

赤羽食品株式会社

代表取締役　加藤　健一
03 3456 7890

7 10 2

東京都品川区大井町東３–４–５
佐々木　明子 03 5678 9012

16 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

7 4

8

9

220 220

0

0

0

31

31

7 10

20 25

25,000

198,000

200,000

25,000

198,000

3 9 8 0 0 0

1 9 9 0 0 0

200,000

0 9 0 3 2 5

0 6 0 7 1 4 0 7 0 7 1 3

佐々木
サ　サ　キ

明子
アキ コ

佐々木
サ　サ　キ

雪彦
ユキヒコ

✓

0 0 アクノ

✓
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１. 育児休業の対象となる労働者

43

１年契約 １年契約 １年契約

2回更新までの
１歳６か月

１か月１年以上 １年

雇入れ

更新されない
ことが明らか

申出 誕生 １歳（例１）

３年契約

１歳 １歳６か月

１か月１年以上 １年

雇入れ

更新されない
ことが明らか

申出 誕生（例２）

⑴事業主は、要件を満たした労働者の育児休業の
申出を拒むことはできません。

⑵ただし、次のような労働者について、育児休業
ができないとする労使協定があるときは、事業
主は育児休業の申出を拒むことができます。
①その事業主に継続して雇用された期間が１年

に満たない労働者
②その他育児休業をすることができない合理的

な理由（53頁３.「Ｑ１」参照）があると認
められる労働者

⑶これらの規定は、労使協定を締結した場合に育
児休業の対象から除外できる者の範囲の最大限
度を示しています。したがって、より狭い範囲
の者だけを除外することは可能ですが、逆によ
り広い範囲の者を除外することはできません。

１歳６か月に達する日までに、労働契約（更新
される場合には、更新後の契約）の期間が満了
し、更新されないことが明らかでない場合※は、
育児休業をすることができます。

⑵該当するかどうかは、申出があった時点で労働
契約の期間満了や更新がないことが確実である
か否かによって判断されます。

⑶上記⑴の要件を満たさないケースは次のア、イ
のいずれかです。ただし、雇用の継続の見込み
に関する言動、同様の地位にあるほかの労働者
の状況、当該労働者の過去の契約の更新状況等
の実態を見て判断する必要があります。
ア）書面又は口頭で労働契約の更新回数の上限

が明示されており、その上限まで契約が更新さ

れた場合の労働契約の期間の末日が、子が１
歳６か月に達する日までの間である（⇒例１）

イ）書面又は口頭で労働契約の更新をしない旨
が明示されており、申出時点で締結している
労働契約の期間の末日が、子が１歳６か月に
達する日までの間である（⇒例２）

⑷上記⑴に該当するか否かにかかわらず、労働契
約の形式上期間を定めて雇用されている者であ
っても、当該契約が期間の定めのない契約と実
質的に異ならない状態となっている場合には、
育児休業の対象となります。
※　２歳までの育児休業の延長を申し出る場合には、「子

が２歳に達する日までに、労働契約の期間が満了し、更
新されないことが明らかでない場合」となります。

３ 育児休業の対象とならない場合
事業主は育児休業の申出を拒むことができますか？Q4
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２. 育児休業の申出

47

契約更新後の初日を育児休業開始予定日とする
申出をする場合は、再度の申出をすることがで
きます。

⑵有期雇用労働者が労働契約の更新に伴って申出
をする場合に必要な事項は「Ｑ３」の⑴の①②
④のみです。

■育児休業申出書
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人事部長

営業２課
北出　枝美里

北出　陽介
令和７年１月16日
長男

令和７

令和７ 3 14 ８ 1 15
令和８ 1 16

2 3
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６. 子の看護等休暇制度 

77

⑴日によって所定労働時間数が異なる労働者が、
１日の所定労働時間数と同じ時間数の子の看護
等休暇を取得する場合、当該休暇を日単位とし
て取り扱うか、時間単位として取り扱うかによ
り、労働者にとって有利になる場合もあれば不
利※になる場合もあります。

⑵こうした場合の取扱いをあらかじめ統一的に定
めるため、時間単位で子の看護等休暇を取得す
る場合の「時間」は、子の看護等休暇を取得し
ようとする日の所定労働時間数未満の時間とさ

れており、休暇を取得する日の所定労働時間数
と同じ時間数の子の看護等休暇を取得する場合
には、日単位での休暇の取得として取り扱うこ
とになります（⇒例１）。
※　例えば、１日平均所定労働時間数が７時間の労働者が、

所定労働時間数が８時間の日に８時間分の休暇を取得す
る場合、日単位として取り扱うと休暇１日分に相当する
が、時間単位として取り扱うと休暇１日と１時間分に相
当することとなり、時間単位として取り扱う方が労働者
にとって不利となります。

日によって所定労働時間が異なる労働者の１日分の休暇は、日単
位の休暇として取り扱うべきですか？Q10

（例１）日によって所定労働時間数が異なる労働者
※１日平均所定労働時間数が７時間の場合
※年５日分の子の看護等休暇が取得可能である場合

◯「６時間」の休暇を取得
◯残り４日＋１時間※取得可能

◯「１日」の休暇を取得
◯残り４日取得可能１日＝（６時間）休む

①休暇を取得する日の
　所定労働時間が
　６時間の場合

※休暇１日分（７時間）－実際に取得した時間（６時間）＝残り時間（１時間）

※※休暇５日－実際に取得した時間（８時間＝１日＋１時間）＝残り３日＋６時間

所定労働時間数６時間

６時間休む
②休暇を取得する日の
　所定労働時間が
　８時間の場合

２時間出勤

所定労働時間数８時間

◯「８時間」の休暇を取得
◯残り３日＋６時間※※

　取得可能

○「１日」の休暇を取得
○残り４日取得可能１日＝（８時間）休む

③休暇を取得する日の
　所定労働時間が
　８時間の場合

所定労働時間数８時間

８時間休む
④休暇を取得する日の
　所定労働時間が
　10 時間の場合

２時間出勤

所定労働時間数10時間

（注）上記の例では、１日平均所定労働時間数が７時間の場合を前提としている。
　 　１日平均所定労働時間数である７時間分の時間単位の休暇で、休暇「１日分」となる。
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３. 育児休業給付金

119

⑴原則、育児休業開始前※１６か月間の賃金を180
で除した額が「賃金日額」となり、支給日数を
30日とした場合の「休業開始時賃金日額×支給
日数」が賃金月額となります。

⑵なお、賃金月額には、次のとおり上限額及び下
限額があります。算定した額が上限額を超える
場合は上限額に、算定した額が下限額を下回る
場合には下限額となります。

令和６年８月１日からの上限額と下限額※２

上限額 470,700円

下限額 86,070円

※１　産前・産後休業を取得した場合は、原則として産前・
産後休業開始前。

※２　上限額及び下限額は、毎年８月１日に変更される場
合があります。

２ 支給要件・支給対象期間
休業開始時賃金月額とは何ですか？Q2

⑴育児休業開始日から起算して１か月ごとに区切
った場合※の各期間（「支給単位期間」といい
ます）について、次の要件をすべて満たしてい
る場合に支給対象（「支給対象期間」といいま
す）となります。
①支給単位期間の初日から末日まで継続して雇

用保険の被保険者資格を有していること
②支給単位期間に、就業していると認められる

日数が10日以下であること
③支給単位期間に支給された賃金額が、休業開

始時の賃金月額の80％未満であること
⑵支給単位期間について、10日を超える場合にあ

っては、就業していると認められる時間が80時
間以下であることが必要です。

⑶育児休業終了等により、１か月に満たない支給
単位期間については、就業していると認められ
る日数が10日以下であるとともに、育児休業に
よる全日休業日が１日以上あれば、当該要件を

満たします。また、この全日休業日には、日曜
日・祝祭日のような事業所の所定労働日以外の
日を含みます。

⑷同一の子について分割して育児休業を取得する
場合、２回目の育児休業に係る支給単位期間
は、当該２回目の休業開始日又は当該休業開始
日の応当日から、それぞれその翌月の応当日の
前日までの１か月ごとです。応答日がない場合
はその月の月末を応答日とみなします。

⑸上記⑴③の「支給単位期間に支給された賃金」
とは、「その期間に支払日のあるもの」をいい
ます。ただし、育児休業期間外を対象としてい
るような賃金や対象期間が不明確な賃金は含め
ず、原則として育児休業期間中を対象としてい
ることが明確な賃金の額のみとなります。
※　区切られた１か月の間に育児休業終了日又は子が１歳

に達する日が含まれる場合は、その育児休業終了日又は
子が１歳に達する日の前日まで。

育児休業給付金の支給の要件を教えてください。Q3
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３. 育児休業給付金

121

産後休業（８週間）配偶者（母）

被保険者（父） 出生後休業支援給付金の対象期間（支給日数は最大28日）

出産予定日

10月１日 11月30日

出生日の翌日

10月６日

子の出生日から起算して
８週間を経過する日の翌日

出生日（10月５日）から起算して
８週間を経過する日の翌日は11月30日です

子の出生日

10月５日

（例１）被保険者が産後休業をしていない場合で出産予定日より後に子が出生した場合

出生後休業支援給付金の対象期間
（支給日数は最大28日）
出生後休業支援給付金の対象期間
（支給日数は最大28日）

出産予定日

10月１日 1月25日

出生日の翌日

10月６日

子の出生日から起算して
16週間を経過する日の翌日

子の出生日から起算して
8週間を経過する日の翌日

出生日（10月５日）から起算して
16週間を経過する日の翌日は1月25日です

子の出生日

10月５日

育児休業（14日以上）

産後休業（８週間）

配偶者（父）

被保険者（母）

（例３）被保険者が産後休業をしている場合で出産予定日より後に子が出生した場合

産後休業（８週間）配偶者（母）

被保険者（父） 出生後休業支援給付金の対象期間（支給日数は最大28日）

出産予定日

10月６日 12月１日

出生日の翌日

10月２日

出産予定日から起算して
８週間を経過する日の翌日

出産予定日（10月６日）から起算して
８週間を経過する日の翌日は12月１日です

子の出生日

10月１日

（例２） 被保険者が産後休業をしていない場合で出産予定日より前に子が出生した場合

出産予定日から起算して
8週間を経過する日の翌日

配偶者（父）

被保険者（母）

出産予定日

10月６日 1月26日

出生日の翌日

10月２日

出産予定日から起算して
16週間を経過する日の翌日

出産予定日（10月６日）から起算して
16週間を経過する日の翌日は1月26日です

子の出生日

10月１日

出生後休業支援給付金の対象期間
（支給日数は最大28日）

出生後休業支援給付金の対象期間
（支給日数は最大28日）

育児休業（14日以上）

産後休業（８週間）

（例４） 被保険者が産後休業をしている場合で出産予定日より前に子が出生した場合

例１、例２の場合、配偶者（母）が子の出生日の翌日において産後休業中であるため、被保険者（父）が、出生後休業
支援給付金の対象期間に、出生時育児休業給付金又は育児休業給付金が支給される休業を通算して14日以上取得した
場合は、出生後休業支援給付金の支給対象となります。

例３、例４の場合、配偶者（父）が「子の出生日又は出産予定日のうち早い日」から「子の出生日又は出産予定日のう
ち遅い日から起算して８週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業（出生時育児休業給付
金または育児休業給付金が支給される休業）をしているため、被保険者（母）が、出生後休業支援給付金の対象期間に、
出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を通算して14日以上取得した場合は、出生後休業支援
給付金の支給対象となります。
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父

兄弟姉妹

祖父母

孫

母

本人

父

配偶者

子

母

⑴「介護休業」とは、けがや病気又は障害によ
り、２週間以上の期間にわたり常時介護を必要
とする状態（要介護状態）にある対象家族を介
護するためにする休業をいいます。

⑵介護休業をすることができるのは、要介護状態
にある対象家族を介護する男女の従業員（労働
者）です。

⑶日々雇い入れられる者は除かれます。

⑴「Ｑ１」の「対象家族」とは、次の①又は②の
いずれかに該当する者をいいます。
①「配偶者（事実婚を含む）」「父母（養父母を

含む）」「子（養子を含む）」「配偶者の父母

（養父母を含む）」
②「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」

⑵上記⑴の②については、平成29年１月より、「同
居し、かつ扶養」の要件がなくなっています。

１ 介護休業の対象者
どのような人が介護休業をすることができますか？Q1

対象家族の範囲はどうなっていますか？Q2

⃝介護休業の対象となる労働者は、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。

⃝対象家族の範囲は、配偶者、父母及び子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫です。

⃝要件を満たす有期雇用労働者も介護休業をすることができます。

１. 介護休業の対象となる労働者

■対象家族の範囲
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を収集、提供することにより、特定の者の介
護休業や介護両立支援制度等の申出を控えさ
せることに繋がらないように配慮します。

④雇用する労働者に対する介護休業・介護両立
支援制度等の利用促進に関する方針の周知➡

介護休業・介護両立支援制度等に関する制度
及び介護休業・介護両立支援制度等の利用の
促進に関する事業主の方針を記載したもの

（例⇒下図）の配付や事業所内やイントラネ
ットへの掲載等を行います。

■介護休業及び両立支援制度等取得・利用促進方法周知例

我が社は仕事と介護を両立する社員を積極的にサポートします！
社長からのメッセージ
　仕事と介護の両立は、いまや多くの人にとって現実的な課題です。
　当社では、育児・介護休業法等の法令にもとづき、両立支援制度の整備に加え、介護に関する
情報提供や相談体制の充実にも取り組んでいます。また、上司や同僚が理解し合い、支え合う風
土づくりも大切にしています。社員一人ひとりのライフステージを尊重し、柔軟な働き方を可能
にすることが、企業としての成長にもつながると信じているからです。
　誰もが安心して働き続けられる職場を全員でつくっていきましょう！

～我が社の目標～
　「介護を理由として退職する社員を生じさせない」

介護休業や介護休暇等の両立支援制度を積極的に活用してください！
　そのためにも、
●全労働者に対し年に１回以上仕事と介護の両立に関する研修を実施します！
●仕事と介護の両立に関する相談窓口を設置します！
●介護に直面した旨の申出をした方に対し、個別に制度を周知するとともに介護休業や介護両立支援制度等の取得・
利用の意向を確認します！

●介護に直面する前の早い段階（40歳等）の方に対し、介護休業や介護両立支援制度等に関して情報提供を行います！

仕事と介護の両立支援制度概要
要介護状態

（制度利用可能な状態）
介護終了

（要介護状態の解消等）

深夜業の制限

○○部△△課　□□□□（内線○○、メールアドレス△△）介護休業等に関する相談窓口、制度利用の申込先

時間外労働の制限

所定外労働の制限

介護休暇

所定労働時間の短縮等の措置（注）

介護休業① 介護休業② 介護休業③

３年の間に２回まで

３回まで分割可能

（注）�事業主は、介護のための所定労働時間の短縮等の措置として、⑴短時間勤務の制度、⑵フレックスタイム制、⑶始業・終業
時刻の繰上げ・繰下げ、⑷労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度のいずれかを講ずる必要が
あります。選択して講じた措置について記載してください。
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1. 介護休業給付金の概要
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⑴介護休業給付金は、支給対象となる同じ家族に
ついて93日を限度に３回までに限り支給されま
す（「Ｑ３」参照）。

⑵同じ対象家族について２回の介護休業給付金の
支給を受ける場合、支給日数等の例は以下のと
おりです。
①令和７年６月１日から７月31日まで取得した

介護休業について、支給日数61日の介護休業
給付金を受給。
・支給対象期間その１：令和７年６月１日～

６月30日⇒支給日数30日（「Ｑ５」⑵ａ）
・支給対象期間その２：令和７年７月１日～

７月31日（休業終了日７月31日）⇒支給日
数31日（「Ｑ５」⑵ｂ）

②さらに、同じ対象家族について取得した２回
目の介護休業について、支給日数32日まで

（①と通算して支給日数93日まで）介護休業
給付金の受給が可能。令和７年９月１日から
10月２日まで介護休業を取得。
・支給対象期間その１：令和７年９月１日～

９月30日⇒支給日数30日（「Ｑ５」⑵ａ）
・支給対象期間その２：令和７年10月１日～

10月２日（休業終了日10月２日）⇒支給日
数２日（「Ｑ５」⑵ｂ）

複数回の介護休業を取得した場合の取得日数の例を
教えてください。Q8

提出書類 提出期限
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 令和７年８月23日（❺の翌日）～令和７年10月31日（❻）

※�　事業主を経由して「介護休業給付金支給申請書」を提出する場合
には、その支給申請書と同時に（支給申請書の提出期限までに）提
出することができます。なお、被保険者が「介護休業給付金支給申
請書」を提出する場合はその日まで。

介護休業給付金支給申請書 令和７年８月23日（❺の翌日）～令和７年10月31日（❻）
※�　各介護休業の終了日（介護休業期間が３か月以上にわたるときは

介護休業開始日から３か月を経過する日）の翌日から起算して２か
月を経過する日の属する月の末日まで。

事業主経由で、賃金登録と支給申請を同時に行う場合

❶令和7年
5月23日

❻令和7年
10月31日

❺令和7年
8月22日

❹令和7年
7月22日

❸令和7年
6月22日

❷令和7年
6月2日

支給対象期間③
7月23日～8月22日

支給対象期間②
6月23日～7月22日

支給対象期間①
5月23日～6月22日

介護休業
開始日

介護休業
終了日

開始日の
翌日から
10日目

介護休業終了日の翌
日から起算して２か
月を経過する日の属
する月の末日

令和7年6月1日 令和7年10月2日令和7年9月1日令和7年7月31日

介護休業①
支給日数61日

介護休業②
支給日数32日
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■介護休業給付金支給申請書

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

8 4 1 2 0 4 0 11 3 0 0 2 3 4 5 6 7

1

05 7 0 8 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1 西

7 12 15

7 12 15

9876543

20
25

大森 西田　卓

村山商事株式会社
東京都大田区大森３–２–１　（03）6789–4321　

東京都千代田区内神田12–14–16　

代表取締役　北村　健太

ニシ ダ　　スグル

田 卓

西 田 次 郎

3 0 0 7 6 5 4 3 2

ウロ゙シ 1 2ニ シ タ ゙

ニ シ タ ス グ ル゙

0

5110423

0 7 0 8 3 1 0 9 2 9

0 7 0 9 3 0 1 0 3 0

0

5

5

5 7 1 0 3 1 1 1 3 0

3 0

03 1

03 1

東西銀行　千代田
トウザイギンコウ チ ヨ　ダ

0 0 9 1 2 39

西田　卓
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